
部活動の地域展開に向けた取組について

Ⅰ. 県の取組

a）愛知県

県内全ての市町村の担当者やコーディ

ネーターが参加する協議会を設立し、今年

度は３回参集の協議会を開催した。また、

実証事業を実施している市町の実践報告を

行うとともに、情報交換の時間を設け、好

事例や課題を共有した。

愛知県では、54市町村に公立中学校が415

校設置され、約20万４千人の生徒が通って

いる。運動部活動は約４千を超える部が活

動している。(2025年度時点)

少子化の影響を受け、今後、生徒数が減

少していくことから、学校主体で進められ

てきた部活動を地域主体の活動へ移行し、

子供たちの活動の場を確保することとして

いる。

○ 各市町村の進捗状況（2025年12月現在）
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○ 運用状況（2025年12月31日現在）

2025年2024年度2023年度

20市町15市町12市町

○ 運動部実証事業実施市町数

（2025年９月現在）

地域展開を進めるにあたり、指導者の確

保は、各市町村共通の課題である。そこで、

学校や地域クラブと、指導を希望する方と

をマッチングする「あいち地域クラブ活動

人材バンク」を2024年５月に開設した。

より多くの方に登録していただくため、

トヨタ自動車及びグループ16社などの企業、

中部経済同友会などの経済団体、愛知県内

の全大学にチラシの配布をお願いし、指導

希望者の登録を呼びかけた。

b）市町村

国の委託事業を活用して、一昨年度は12

市町、昨年度は15市町、今年度は20市町で

実証事業に取り組んでいただき、指導者の

量・質の確保、受益者負担と公的資金の適

切なバランスなどを検証している。

・国の最新の動向について
・市町村と企業の連携について
・新しい価値の創出の取組について

○ 協議会で話し合われた内容
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Ⅱ. 市町村の取組例

≪特徴≫

・地域の人材を活用しての「まちづくり」ができる。

・地域の特色に合った活動ができる。

≪取組≫

・指導者の確保は、市が行う。

・地域学校共働本部に部活動コーディネーターを配置

し、地域指導者と連絡調整を行う。

・学校施設を使用し、月４回活動を行う。

・首長部局において、地域展開に係る部署を新設。

・2026年９月から休日・平日共に地域展開予定。

総合型地域スポーツクラブを運営主体にする取組 【蟹江町】

自治体（教育委員会）を運営主体にする取組 【東浦町】

自治体（地域学校共働本部）を運営主体にする取組 【豊田市】

≪特徴≫

・指導者、参加者への連絡・調整が容易にできる。

・総合型地域スポーツクラブの理念を元に運営で

きる。

≪取組≫

・2025年９月より剣道クラブの運営を委託して

いる。

・スポーツ少年団の指導者が指導している。

・当日の出欠席連絡は専用アプリを活用して行う。

・2027年９月より休日の地域クラブを本格始

動させる。

≪特徴≫

・教育委員会主導で地域クラブを作ることができる。

・指導者の配置を市全体で調整できる。

≪取組≫

・指導者の確保は、東浦町教育委員会が行う。

・2023年９月から休日の部活動を行っていない。

・会員（月額1,000円）になると、どのクラブにも自

由に参加できる仕組み。マルチスポーツの機会に

なっている。

２


